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屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020（素案） 

管理計画上の項目 

No.3 

（３）関係行政機関等の体制 

実施主体 ◎環境省、◎林野庁、◎鹿児島県、◎屋久島町、地域関係者（財団、レ

ク森、観光協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・2009～2010 年に科学委員会やヤクシカ WG を設置し、科学的データに基づく順応的な管

理体制を継続的に運用している。 

・2021 年に世界遺産地域連絡会議の体制を拡充し、世界遺産管理に係る地域関係者との情報

共有や合意形成の場として運用する（予定）。 

・関係行政機関の人員・体制については、大きな変化はない。 

 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

４ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・科学委員会（WG 含む）という科学的データに基づく順応的管理の体制が継続されている

(2009～)。 

・地域連絡会議という地域関係者との情報共有や合意形成の場が構築された(2021)。 

 

＜課題・参考情報＞ 

・特に適正利用に関して、実務的かつ重要な役割を担っているその他の様々な協議会や検討

の場があり、人的資源が限られている中で、構成員の多くが重複している。 

・特に適正利用に関して、既存の様々な協議及び検討の場が存在しているものの、横の連携

（協議会間での決定事項や検討事項の情報共有、担当者間での情報共有）が必ずしも十分

ではなく、合意形成のスキームが不明瞭である。 
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図 3 - 1 屋久島世界自然遺産地域の管理体制（移行イメージ）【2021 地域連絡会議①】 
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屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020（素案） 

管理計画上の項目 

No.4-1 

（４）調査研究・モニタリング及び巡視活動 

イ．調査研究・モニタリング 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（レク森、観光

協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関が、2011 年に屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画を策定し、当該計

画に基づいて各種モニタリングを継続的に実施している。 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

３ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2011 年に策定された屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画に基づき、必要なモニタ

リングが継続的に実施されている。 

＜課題・参考情報＞ 

・社会状況等の変化や、新たに策定又は改定される計画に即して、モニタリング計画の定期

的な見直しの検討が必要である。 

・継続的なモニタリングには予算や人員の制約があることから、既存のモニタリングやデ

ータを活用するなど、できるだけ簡易で安定的な方法も模索する必要がある。 

 

図 4 - 1 - 1 管理機関が継続して実施するモニタリング計画【2020 科学委①】  
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屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020（素案） 

管理計画上の項目 

No.4-2 

（４）調査研究・モニタリング及び巡視活動 

ウ．巡視活動 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町 

＜主な取組＞ 

・環境省と林野庁を中心として、2008 年に作成した世界遺産地域巡視マニュアルに基づき、

職員等（アクティブ・レンジャーやグリーン・サポート・スタッフを含む）による定期的

な巡視を実施している。 

・関係行政機関が、屋久島国立公園パークボランティア（環境省）、自然保護推進員や希少

野生動植物推進員（鹿児島県）を運用している。 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

３ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

＜課題・参考情報＞ 

・情報化社会の進展とともに、関係行政機関間の情報の即自的な共有が重要となっており、

世界遺産地域巡視マニュアルの改訂も必要である。 

 

  

図 4 - 2 - 1 モニタリング、巡視活動 
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屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020（素案） 

管理計画上の項目 

No.5 

（５）地域との連携・協働 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（レク森、観光

協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・屋久島山岳部保全利用協議会や屋久島町エコツーリズム協議会、屋久島山岳部利用のあ

り方協議会等において、世界遺産管理に関する方針や具体的施策について、地域関係者か

らの意見や提案を幅広く聞くとともに、情報の共有を図っている。 

・2021 年に世界遺産地域連絡会議の体制を拡充し、世界遺産管理に係る地域関係者との情

報共有や合意形成の場として運用する（予定）。 

・2013 年に、地域社会と研究者が恊働して互いに学びあい、地域社会のために具体的に活

かしていくことを目指す場（知のプラットフォーム）として、地域住民・団体、研究者、

屋久島町が主体となって、屋久島学ソサエティが設立。年次大会が開催されるなど、研究

者の研究データが島民に広く還元されるとともに、多くの情報が蓄積されている。屋久島

公認ガイド制度においても、登録ガイドの要件に位置付けられている。 

・屋久島環境文化財団が、2006 年から民間団体等の環境保全活動への支援を継続している。 

 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

5 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2013 年に屋久島学ソサエティが設立された。 

 

＜課題・参考情報＞ 

・No.3 参照。 

・島民が、屋久島の自然環境や世界遺産管理に直接的・間接的に携わる活動・場面が少な

い。 

・将来の屋久島の世界遺産管理の担い手となれるよう、ガイドの位置づけや役割の明確化

が必要である。 

 

  



 

 

資料２－２④ 

6 

 

 

図 5 - 1 屋久島学ソサエティ第 7 回大会プログラム表紙 

 

 

図 5 - 2 会誌「屋久島学 No.7」表紙 
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屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020（素案） 

管理計画上の項目 

No.6-1 

（６）環境教育、情報の発信と普及啓発 

（環境教育） 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（財団、レク森、

観光協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・屋久島環境文化財団が、1996 年から自然・文化体験セミナーやふるさとセミナー等の環

境学習事業を、2003 年から研究者の講演会（屋久島研究講座）を継続している。 

・2001 年に屋久島高校に環境コースが設置され、自然や文化に関するカリキュラムが構築

されているとともに、生徒は自然環境等に係る課題研究を行い、屋久島学ソサエティ等の

場で発表を行っている。 

・屋久島学ソサエティについては、No.5 参照。 

・環境省が、2008 年から町の小学校を対象に、国立公園や世界遺産を伝える「出前授業」

を継続している。 

・林野庁が、2020 年に町の小中学校の先生を対象に、森林や林業の情報を発信する「屋久

島森の塾」を開催した。 

・環境教育や普及啓発の拠点施設として、屋久島環境文化村センター、研修センター、屋久

杉自然館、屋久島世界遺産センター、屋久島世界遺産保全センター等が各関係行政機関に

よって運営されている。 

 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

５ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2013 年に屋久島学ソサエティが設立された。 

 

＜課題・参考情報＞ 

・環境教育の体系化や深化を目的として、関係行政機関や施設間の連携が重要である。特に

教育委員会や学校との連携は重要である。 
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図 6 - 1 - 1 出前授業の様子【環境省屋久島自然保護官事務所_屋久島世界遺産センター】 

 

 

図 6 - 1 - 2 屋久島森の塾【洋上アルプス No.306_林野庁屋久島森林生態系保全センター】  
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屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020（素案） 

管理計画上の項目 

No.6-2 

（６）環境教育、情報の発信と普及啓発 

（普及啓発・情報発信） 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（財団、レク森、

観光協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関が、屋久島マナーガイド(1999～)、西部地域ルールガイド(2011～)、洋上ア

ルプス(1995～)といったパンフレットやリーフレット等のほか、モニタリング結果、ヤク

シカ対策等に係る普及啓発資料を作成し、観光客や住民に対して普及啓発を実施してい

る。また、屋久島マナービデオ(2002～)が適宜改訂され、交通機関の協力を得て、高速船

で継続的に放映されている。 

・関係行政機関が、各 HP を整備・更新しているほか、山岳部保全協力金とマイカー規制、

屋久島公認ガイドなどの主要な取組ごとの HP が整備され、情報発信が行われている。 

・科学委員会、ヤクシカ WG、高層湿原保全対策検討会、山岳部利用のあり方検討会などの

主要な会議の資料、議事概要等が公開され、議論の透明性が確保されている。 

 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

３ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

 

＜課題・参考情報＞ 

・世界遺産地域や国立公園の管理者である行政機関からの体系的かつ総合的な情報発信を

行う必要がある。 

・近年では SNS 等の普及に伴って、個人の情報収集手段も多様化するとともに、利用者個

人による情報発信力の大きさも高まっており、行政による一元的な HP 等の整備だけで、

発信したい情報を利用者に十分に伝えることは困難である。個人による情報発信力の重

要性も十分に考慮しつつ、観光事業者との連携なども含めて、多角的な情報発信の形を構

築する必要がある。 
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図 6 - 2 - 1  (左)登山者のための屋久島マナーガイド、(右)屋久島西部地域ルールガイド 

【左：屋久島山岳部保全利用協議会、右：環境省九州地方環境事務所】 

 

  

図 6 - 2 - 2 山岳部環境保全協力金とマイカー規制に関する記述 

【登山者のための屋久島マナーガイド_屋久島山岳部保全利用協議会】 
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図 6 - 2 - 3 屋久島世界遺産センターHP 
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図 6 - 2 - 4 九州森林管理局_屋久島世界自然遺産地域 HP 
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図 6 - 2 - 5 屋久島山岳部保全利用協議会 HP 
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図 6 - 2 - 6 屋久島公認ガイド HP 


